
 
 

 
〔道路メンテナンス年報〕 

秋田の道路メンテナンス概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ０ ２ ４ 年 １ 月 

秋田県道路メンテナンス会議 



 
まえがき 
秋田県内の国道や高速道路、県道、市町村道の道路延長は約 23,900ｋｍにおよび、

その中には約 11,900 橋の橋梁、約 170 箇所のトンネル、約 510 施設の道路附属物等

があります。また、その道路構造物の多くが高度経済成長期に建設され、建設後 50

年を経過した道路施設の老朽化は急速に進行している状況です。 

 建設後 50 年を経過した橋梁は、2023 年 3 月末時点では約 3,300 橋で全体の 38％で

あり、20 年後には 80％の約 7,000 橋まで増加するため、老朽化対策の課題に早期に

取り組むことが求められています。 

 このような状況の中、道路施設のメンテナンスサイクルの構築に向け 2014 年度か

ら定期点検が義務化され、2018 年度までの 5 年間（1 巡目）で、各道路管理者により

計画的に点検が実施されたところです。引き続き、2 巡目の点検を計画的に進めると

ともに、点検結果を踏まえ個別施設ごとの長寿命化修繕計画を策定しながら補修・修

繕等を進めていくこととしています。 

 「秋田県道路メンテナンス会議」は、県内の道路管理者が連携しながら道路インフ

ラの予防保全や老朽化対策の体制強化を図るため 2014 年度に設立しました。これま

でに道路施設の定期点検計画の策定や点検研修、修繕工事の現場見学会等を実施し、

市町村への技術支援に取り組んできたところです。今後も引き続き、老朽化対策の着

実な推進に向け新技術を活用するなど、点検結果を踏まえた補修・修繕等を継続的に

実施していきます。 

 「秋田の道路メンテナンス概要」は、秋田県道路メンテナンス会議の取り組みの一

環として、県内の道路施設の老朽化の実態やメンテナンスの取り組みについてとりま

とめ、県民や道路利用者に情報発信するとともに、今後の措置方針立案に繋げていく

ものです。 

 

秋田県道路メンテナンス会議 会長 

（秋田河川国道事務所長） 松本 章 
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※2023 年 3 月末時点 

※道路延長は「道路統計年報 2022」より集計 
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１  道路構造物の現状 
（１） 道路構造物の管理者 

県内の道路には、橋梁やトンネル、道路附属物等といった道路構造物があります。

このうち、橋梁の施設数が最も多く、約 7 割を市町村で管理しています。 

 

表１－１ 道路管理者別の道路構造物等内訳 

管理者 道路延長 
(km) 

橋梁 
(橋) 

トンネル 
(箇所) 

道路附属物等 
(施設) シェッド 大型カルバート 横断歩道橋 門型標識等 

国土交通省 514 646 29 212 3 139 22 48 

高速道路会社 203 372 20 101 1 73 0 27 

県 3,242 2,296 84 153 95 26 9 23 

市町村 19,955 8,587 35 45 15 21 7 2 

合計 23,915 11,901 168 511 114 259 38 100 

 
 
（２） 道路構造物の急速な老朽化 

橋梁やトンネル、道路附属物等といった道路構造物は、その多くが高度経済成長期

に建設され、今後、これらの老朽化が急速に進みます。 

特に施設数の多い橋梁でみると、建設後 50 年を経過した橋梁は、現在 38％であり、

10 年後には 62％に増加するため、計画的・効率的なメンテナンスサイクルの構築が

必要な状況です。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（橋） （橋:累計） 

※この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が約 3,100 橋ある。 

（出典）道路局調べ（2023.3 末時点） 

累計：167 箇所 

（箇所 ） （箇所:累計） 

図１－１ 建設年代別施設数（橋梁） 図１－２ 建設後 50 年を経過した 

施設の割合（橋梁） 

図１－３ 建設年代別施設数（トンネル） 図１－４ 建設後 50 年を経過した 

施設の割合（トンネル） 

※この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明トンネルが 1箇所ある。 

（出典）道路局調べ（2023.3 末時点） 

累計：8,769 橋 
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２  秋田の道路メンテナンス概要について 
（１） 概要 

〇秋田県道路メンテナンス会議では、県民・道路利用者に道路インフラの現状

及び老朽化対策についてご理解頂くため、点検の実施状況や結果等を「秋田

の道路メンテナンス概要」としてとりまとめています。 

〇橋梁・トンネル・道路附属物等※1については、2014～2018 年度における 1 巡

目点検（以降、1 巡目点検）が完了し、2019 年度より 2 巡目の点検に着手し

ています。 

〇今回は、下記についてとりまとめました。 

 ➢2 巡目（2019～2022 年度）及び過年度（2014～2022 年度）の点検結果※2 

 ➢1 巡目点検（2014～2018 年度）、2 巡目点検（2019～2022 年度）、 

  過年度の点検（2014～2022 年度）における修繕等措置状況 

〇この調査結果は、点検結果を踏まえた今後の措置方針の立案等に活用します。 

 
 
 
 
 

 
 
（２） 橋梁・トンネル・道路附属物等の健全性の診断について 

全ての道路管理者は、2013 年の道路法改正等を受け、2014 年 7 月より 5 年

に 1 回の頻度で近接目視による点検を実施しています。 

 

健全性の診断は、以下の 4 段階に区分します。 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じている可能性があり、早期に措置を講ず

べき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

 

 
 
 
 

写真２－１ 橋梁点検状況        写真２－２ トンネル点検状況 

道路の老朽化の現状はどうなっているの

だろうか。 

→地域毎のデータ、経年的な変化等、様々な観

点から県内の道路施設の老朽化の実態を把握

することができます。 

今後どのように措置していくのか。 

 

→各道路管理者は、自らの管理施設の老朽化の

実態を踏まえ、今後の措置方針を立案してい

くことになります。 

※1 道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等 

※2 複数回点検している施設は最新の点検結果を基に集計 

※3 本概要で掲載している施設数は、施設を管理する事務所等の所在地（県）で集計しています。 
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